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小
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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
都
市
・
地
域
整
備
局
所
管
補
助
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
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八
年
六
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六
日
受
領
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弁
第
二
八
五
号



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
都
市
・
地
域
整
備
局
所
管
補
助
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

旧
鳴
瀬
町
が
、
御
指
摘
の
補
助
事
業
に
係
る
交
付
申
請
を
し
た
の
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
日
付
け
で
あ
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

国
が
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
災
害
復
旧
事
業
費
の
負
担
金
の
額
の
算
定
、
交
付
等
の
事
務
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害

復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
交
付
決
定
」
及
び
「
増
額
決
定
」
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
知
事
に
よ
り
適
正
に
算
定

さ
れ
た
額
の
負
担
金
を
国
と
し
て
交
付
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
五
に
つ
い
て

旧
鳴
瀬
町
の
御
指
摘
の
補
助
事
業
に
係
る
交
付
申
請
及
び
変
更
交
付
申
請
に
当
た
り
、
御
指
摘
の
「
宮
城
県
」
又
は
「
県

関
係
の
社
団
法
人
等
の
公
益
法
人
」
が
、
御
指
摘
の
関
与
を
行
っ
た
事
実
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
鳴
瀬
町
の
補
助
事
業
」
に
関
し
て
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
第
十
三
条
第
二
項
の
経

一



費
は
、
宮
城
県
に
交
付
さ
れ
て
い
な
い
。

二


